
 
令和 4 年 7 月 1 日 

株式会社ドリームクリエイト 
代表取締役 大江 翔 

（派40 – 301764） 

 

改正労働者派遣法に基づき、下記の情報を提供いたします。 

（対象：令和3年 5月～令和4年4月） 

 

記 

 
 
1 派 遣 労 働 者 数                 1 0 名 

 

2 派 遣 先 数                   1 0 事 業 所 

 

3  労働者派遣に関する料金の平均額       1 7 , 7 6 0 円（1 日 8 時間当たりの額） 

 

4  派遣労働者の賃金の額の平均額        1 0 , 2 1 1 円（1 日 8 時間当たりの額） 

 

5  マージン率                              4 2 . 5 ％ 

 

  
  

6  待遇決定方式について 

   労使協定あり 

   対象となる派遣労働者の範囲：全ての派遣労働者 

   有効期間の終期：令和5年3月 31日 

 

7  教育訓練について 

種類 対象者 方法 平均実施期間 
派遣労働者の 
費用負担 

【入社時基礎的訓練】 
新規採用者研修 

雇入時の 
派遣労働者 

Off-JT 
(有給) 

2 時間 無 

【機能別訓練】 
商品販売研修 

派遣就業中の 

派遣労働者 

OJT、
Off-JT 
(有給) 

【1 年目】 
6 時間 

【2、3 年目】 
8 時間 

無 

【階層別訓練】 
リーダー育成研修 

入社4年目以上の 

派遣労働者 
Off-JT 
(有給) 

2 時間 無 

キャリアコンサルティング担当：大江 翔（092－401－0490） 
 

派遣労働者の賃金 

57.5％ 
福利厚生費 

（保険料） 

11.3％ 

経費等 

31.2％ 


